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域
に
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け
る
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物
の
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様
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
生
物
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
質
の
維
持
及
び
向
上
に
つ
な
が
る
よ
う
、
本
法
に
基
づ
く
地
方
公
共
団
体
や
民
間

の
活
動
に
対
す
る
財
政
上
及
び
税
制
上
の
支
援
措
置
、
支
援
証
明
書
制
度
の
構
築
な
ど
、
必
要
な
支
援
の
充
実
に
努
め
る
こ

と
。 

 

二
、
地
域
生
物
多
様
性
増
進
活
動
を
行
お
う
と
す
る
企
業
、
団
体
、
個
人
が
、
活
動
計
画
の
作
成
や
認
定
申
請
の
手
続
、
活
動

の
長
期
的
な
継
続
等
に
つ
い
て
専
門
家
等
に
よ
る
助
言
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
地
域
生
物
多
様
性
増

進
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
の
確
保
を
始
め
中
間
支
援
の
体
制
整
備
に
向
け
た
支
援
を
進
め
る
こ
と
。 

 



三
、
地
域
の
主
体
的
な
取
組
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
市
町
村
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
市
町
村
に
お
い
て
、
本

法
に
基
づ
く
取
組
に
つ
い
て
体
制
強
化
や
人
材
育
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

四
、
サ
ー
テ
ィ
ー
・
バ
イ
・
サ
ー
テ
ィ
ー
目
標
の
達
成
に
向
け
て
、
陸
域
・
海
域
と
も
に
、
生
物
多
様
性
の
情
報
と
評
価
を
更

新
し
、
そ
の
重
要
地
域
を
明
ら
か
に
し
、
保
護
地
域
や
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｍ
を
優
先
し
て
拡
充
し
、
生
態
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に

努
め
る
こ
と
。 

 

五
、
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
の
実
現
は
、
ネ
ッ
ト
ゼ
ロ
、
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
の
統
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
経

済
・
社
会
的
課
題
の
同
時
解
決
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
関
連
施
策
と
の
連
携
及
び
両
立
に
よ
る

相
乗
効
果
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
農
業
・
食
料
、
国
土
形
成
、
地
方
創
生
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

経
済
、
教
育
・
研
究
分
野
等
と
の
連
携
が
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
の
実
現
の
た
め
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
係
省
庁
に

よ
る
有
機
的
な
連
携
を
強
化
し
て
推
進
会
議
を
設
置
す
る
こ
と
。 

 



六
、
企
業
や
市
町
村
等
が
相
互
に
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
活
動
全
体
の
質
が
向
上
す
る
よ
う
、
認
定
さ
れ
た
活
動
計

画
や
活
動
の
進
捗
状
況
な
ど
の
公
表
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
申
請
に
係
る
実
施
区
域
に
お
い
て
、
活
動
に
伴
っ
て
生
物
多

様
性
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
実
態
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。 

 

七
、
サ
ー
テ
ィ
ー
・
バ
イ
・
サ
ー
テ
ィ
ー
目
標
の
達
成
及
び
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
の
実
現
に
向
け
て
、
我
が
国
の
海
域
に

お
け
る
海
洋
保
護
区
や
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｍ
の
設
定
が
遅
れ
て
お
り
、
一
方
で
、
水
産
資
源
が
減
少
す
る
漁
業
の
持
続
可
能
性
や
洋
上

風
力
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
の
海
洋
空
間
利
用
と
の
調
整
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
環
境
省
が
主
導
し
て
関
係
省

庁
で
連
携
し
、
海
域
の
保
全
の
方
針
を
策
定
す
る
こ
と
。 

 

八
、
生
物
多
様
性
の
回
復
に
向
け
て
は
、
各
地
域
の
自
然
的
・
社
会
的
条
件
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
取
組
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
地
方
環
境
事
務
所
な
ど
に
お
い
て
必
要
な
体
制
を
確
保
し
つ
つ
、
生
物
多
様
性
基
本
法
に
基
づ
く
生
物
多
様
性
地

域
戦
略
の
策
定
や
改
定
の
促
進
の
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
情
報
提
供
等
を
始
め
と
し
た
積
極
的
な
支
援
を
行
う
こ

と
。 



 
九
、
企
業
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
生
物
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
が
広
く
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
計
画
策
定
に
当
た
っ
て

の
留
意
事
項
や
認
定
基
準
の
考
え
方
を
分
か
り
や
す
く
示
す
と
と
も
に
、
企
業
、
団
体
、
個
人
、
地
方
公
共
団
体
の
多
様
な

主
体
に
対
し
て
、
認
定
制
度
の
認
知
や
理
解
の
浸
透
・
向
上
を
図
る
こ
と
。 

 

十
、
国
際
的
な
情
報
開
示
の
枠
組
の
進
展
を
踏
ま
え
て
、
我
が
国
の
企
業
に
対
し
て
、
特
に
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
を
通
じ

た
環
境
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
情
報
開
示
や
目
標
設
定
へ
の
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

十
一
、
生
物
多
様
性
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
最
新
の
科
学
的
知
見
や
本
法
に
基
づ
く
活
動
状
況
等
に
つ
い
て
、

分
か
り
や
す
い
情
報
提
供
等
を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
生
物
多
様
性
に
関
す
る
環
境
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 

 


